
別紙８ 

新旧対照表 

【特例輸入者の承認要件等の審査要領について（平成 19 年３月 31 日財関第 418 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

1 

改正後 改正前 

別紙１ 

法令遵守規則・実施規則の記載内容及び内部体制等に関する審査事項一覧表 

（特例輸入者・特定輸出者・認定製造者用） 

 

１～６ （省略） 

 

７ 関連会社等の指導等に関する事項 

①～④ （省略） 

（注）申請者が関連会社等としてそれぞれ認定通関業者、特定保税運送

者又は特定保税承認者であることを確認し、選定している場合に

は、関連会社等の指導等に関する事項の審査を要しない。 

 

８～13 （省略） 

 

〔別紙様式１〕 
法令遵守規則・実施規則の記載内容等に関するチェックシート 

 
 

  
 
1～６ （省略） 

 

７ 関連会社等の指導等に関する事項 

No 審  査  事  項 自己評価及び実施内

容（実施状況）等 
税関審

査欄 
①～④ （省略）    
（注）申請者は、関連会社等としてそれぞれ認定通関業者、特定保税運

送者又は特定保税承認者であることを確認し、選定している場合に

は、関連会社等の指導等に関する事項が実施されているものとみな

すことができる。 

 

８～13 （省略） 

□特例輸入者 
□特定輸出者 
□認定製造者 

○○○社

別紙１ 

法令遵守規則・実施規則の記載内容及び内部体制等に関する審査事項一覧表 

（特例輸入者・特定輸出者・認定製造者用） 

 

１～６ （同左） 

 

７ 関連会社等の指導等に関する事項 

①～④ （同左） 

 

 

 

 

８～13 （同左） 

 

〔別紙様式１〕 
法令遵守規則・実施規則の記載内容等に関するチェックシート 

 
 

  
 
1～６ （同左） 

 

７ 関連会社等の指導等に関する事項 

No 審  査  事  項 自己評価及び実施内

容（実施状況）等 
税関審

査欄 
①～④ （同左）    

 

 

 

 

 

８～13 （同左） 

□特例輸入者 
□特定輸出者 
□認定製造者 

○○○社 

 


